
４．剰余金処分計算書 

　（単位：千円）

 ２．剰余金処分額

(注)１．普通出資に対する配当金の割合は、次のとおりです。

平成29年度　　　　1.0％

平成30年度　　　　1.3％

　　２．目的積立金の種類、積立目的、積立目標額、積立基準等は次のとおりです。

　 【施設建設積立金】

主要な施設の建設等に備えるため。

千円

毎期任意に積み立てる。

主要な施設の建設や大規模な修繕等を行う場合、理事会の決議により

必要と認めた額を取り崩す。

千円

【営農振興積立金】

営農指導に係る費用の全部又は一部を財務収益で確保することを目的

とする。

千円

毎期の剰余金の 5分の 1に相当する金額以上の金額を積み立てる。

目標積立金額の財務収益を確保することを目的としているので、取り

崩しは行わないこととする。（取り崩す場合は総代会での決議が必要）

千円

科　　　　　目 29年度

（営農振興積立金）

（経営安定対策積立金）

30年度

 (3)　出資配当金

 １．当期未処分剰余金

 ３．次期繰越剰余金

普通出資に対する配当金

 (1)　利益準備金

 (2)　任意積立金

（ 積 立 目 的 ）

（当期末残高）

（当期末残高）

（ 積 立 基 準 ）

（ 積 立 基 準 ）

（ 取 崩 基 準 ）

（ 取 崩 基 準 ）

（ 積 立 目 的 ）

（積立目標額）

（積立目標額）
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【肥料協同購入積立金】

肥料価格の期中変動があった場合、農家負担の軽減を図り農家の経営

安定に資することを目的とする。

千円

本組合の積立目標金額は、 1,453,518円とする。

肥料価格が期中に上昇し、農家に相当の負担が発生する場合、全国農

業協同組合連合会の通知に基づき積立額を限度として価格上昇相当額

を取り崩すものとする。

千円

【経営安定対策積立金】

新たな会計基準（税効果会計、退職給付会計、減損会計及び資産除去

債務等）やＢＣＰ等の経営上のリスクに対応し、組合経営の安定及び

健全な発展を図ることを目的とする。

千円

毎期任意に積み立てる。

次の事象が生じた場合に、理事会の決議により必要と認めた金額を取

り崩す。

①  新たな会計基準や経営リスクへの対応により、多額の損失が生じ

　た場合。

②  債権等資産の償却及び固定資産の減損処理により、多額の損失が

  生じた場合。

③  繰延税金資産の取り崩しにより、多額の損失が生じた場合。

千円

    ３．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越額が

　　　含まれており、金額は次のとおりです。

平成29年度 千円

平成30年度 千円

（ 取 崩 基 準 ）

（当期末残高）

（ 積 立 目 的 ）

（積立目標額）

（ 積 立 基 準 ）

（ 取 崩 基 準 ）

（当期末残高）

（ 積 立 目 的 ）

（積立目標額）

（ 積 立 基 準 ）

－ 40 －



【肥料協同購入積立金】

肥料価格の期中変動があった場合、農家負担の軽減を図り農家の経営

安定に資することを目的とする。

千円

本組合の積立目標金額は、 1,453,518円とする。

肥料価格が期中に上昇し、農家に相当の負担が発生する場合、全国農

業協同組合連合会の通知に基づき積立額を限度として価格上昇相当額

を取り崩すものとする。

千円

【経営安定対策積立金】

新たな会計基準（税効果会計、退職給付会計、減損会計及び資産除去

債務等）やＢＣＰ等の経営上のリスクに対応し、組合経営の安定及び

健全な発展を図ることを目的とする。

千円

毎期任意に積み立てる。

次の事象が生じた場合に、理事会の決議により必要と認めた金額を取

り崩す。

①  新たな会計基準や経営リスクへの対応により、多額の損失が生じ

　た場合。

②  債権等資産の償却及び固定資産の減損処理により、多額の損失が

  生じた場合。

③  繰延税金資産の取り崩しにより、多額の損失が生じた場合。

千円

    ３．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越額が

　　　含まれており、金額は次のとおりです。

平成29年度 千円

平成30年度 千円

（ 取 崩 基 準 ）

（当期末残高）

（ 積 立 目 的 ）

（積立目標額）

（ 積 立 基 準 ）

（ 取 崩 基 準 ）

（当期末残高）

（ 積 立 目 的 ）

（積立目標額）

（ 積 立 基 準 ）

５．部門別損益計算書

（平成29年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

△20,558

△ 516,879

△28,754

△ 266,441

△151,902 △158,332

△102,256

△4,704

△125,529 △155,181

△19,269

△46,762

△145,241 △156,072

△64,962 △57,511 △18,885 △14,713

△164,126 △3,402

（注）
１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。従って計欄は一致しない場合があります。

２．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等は、次のとおりです。

　(1) 共通管理費等
　　　事業総利益割・人役割・人件費以外の管理費割の３つの割合の平均を基準として配賦しています。

　(2) 営農指導事業
　　　事業総利益割で配賦しています。

３．配賦割合（２の配賦基準で算出した配賦の割合）は、次のとおりです。

（うち人件費⑦’）

営農指導
事　業

共通管理費等
農業関連
事　業

生活その他
事　業

　（うち減価償却費⑤）

事業管理費  ④

区　　　分

事業収益　①

事業費用　②

事業総利益③（①－②）

計
信　用
事　業

共　済
事　業

　（うち人件費⑤'）

共　済
事　業

 うち共通管理費⑥

（うち減価償却費⑦）

営農指導
事　業

計
農業関連
事　業

生活その他
事　業

営農指導事業分配賦額　⑲

事業利益　⑧（③－④）

事業外収益　⑨

 うち共通分　⑩

事業外費用　 ⑪

 うち共通分　⑰

税引前当期利益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯）

 うち共通分　⑫

経常利益 ⑬（⑧＋⑨－⑪）

特別利益　⑭

 うち共通分  ⑮

特別損失　⑯

営農指導事業

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益 ⑳
（⑱－⑲）

区　　　分
信　用
事　業

共通管理費等
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（平成30年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

△16,406

△ 441,268

△5,961

△ 227,204

△213,921 △144,663

△94,932

△5,102

△195,182 △142,685

△240,121

△46,827

△208,467 △158,364

△79,510 △57,182 △9,586 △12,085

△218,053

（注）
１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。従って計欄は一致しない場合があります。

２．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等は、次のとおりです。

　(1) 共通管理費等
　　　事業総利益割・人役割・人件費以外の管理費割の３つの割合の平均を基準として配賦しています。

　(2) 営農指導事業
　　　事業総利益割で配賦しています。

３．配賦割合（２の配賦基準で算出した配賦の割合）は、次のとおりです。

営農指導事業

経常利益 ⑬（⑧＋⑨－⑪）

 うち共通分　⑫

特別利益　⑭

特別損失　⑯

税引前当期利益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯）

共通管理費等

信　用
事　業

区　　　分

営農指導事業分配賦額　⑲

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益 ⑳
（⑱－⑲）

共通管理費等

事業収益　①

営農指導
事　業

信　用
事　業

生活その他
事　業

区　　　分 計
共　済
事　業

農業関連
事　業

事業利益　⑧（③－④）

（うち減価償却費⑦）

 うち共通管理費⑥

（うち人件費⑦’）

事業費用　②

　（うち人件費⑤'）

事業総利益③（①－②）

事業管理費  ④

　（うち減価償却費⑤）

計
生活その他

事　業
営農指導
事　業

共　済
事　業

農業関連
事　業

事業外収益　⑨

事業外費用　 ⑪

 うち共通分　⑩

 うち共通分　⑰

 うち共通分  ⑮
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